
 1 

教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録 
 

１ 日 時 
   平成 22年 11 月 15 日（月） 
    開会 14 時 30 分 
    閉会 17 時 20 分 
 
２ 場 所 
   教育委員室 
 
３ 出席者及び欠席委員の氏名 
   出席者 清水明委員長、竹下譲委員、丹保健一委員、牛場まり子委員、向井正治教育長 
   欠席者 なし 

 
４ 出席職員 
   教育長 向井正治（再掲） 
   副教育長兼経営企画分野総括室長 山口千代己 
   教育支援分野総括室長 真伏利典 学校教育分野総括室長 松坂浩史 

社会教育・スポーツ分野総括室長 田畑知治 研修分野総括室長 長野修 
経営企画分野 
 教育総務室長 平野正人生 
 教育振興ビジョン策定特命監 福永和伸 
 予算経理室長 加藤正二 予算経理室副室長 藤森正也 
教育支援分野 
 人材政策室長 木平芳定 人材政策室副室長 出口勤 人材政策室副室長 西浦昌宏 
 人材政策室副室長 吉間禎夫 人材政策室主事 池中亮二 
 福利・給与室長 福本悦蔵 福利・給与室副室長 堀内英樹 
 学校施設室長 大森邦彦 学校施設室副室長 長島弘哉 
学校教育分野 
生徒指導・健康教育室長 和田欣子 生徒指導・健康教育室主幹 谷口峰生 

   社会教育・スポーツ分野 
    スポーツ振興室長 村木輝行 スポーツ振興室主幹 岡芳正 
 
５ 議案件名及び採決の結果 

              件      名               審議結果 
議案第 37号 平成 23年度教職員人事異動基本方針について         原案可決 

   議案第 38号 職員の人事異動（市町立小中学校）について          原案可決 
   議案第 39号 職員の懲戒処分について                   原案可決 
   議案第 40号 公立学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案   原案可決 
   議案第 41号 県立高等学校等の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例  原案可決 
          の一部を改正する条例案 
   議案第 42号 知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正す  原案可決 
          る条例案（三重県教育委員会教育長の給与等に関する条例関係） 
   議案第 43号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関す  原案可決 
          する条例の一部を改正する条例案 
   議案第 44号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案（職員の    原案可決 
          育児休業等に関する条例の一部改正（公立学校職員の給与に 
          関する条例関係）） 
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   議案第 45号 平成 22年度三重県一般会計補正予算（第８号）について     原案可決 
 
６ 報告題件名 

             件        名 
報告１ 次期教育振興ビジョン（仮称）中間案パブリックコメントの結果概要、 

       及び当該中間案の修正について 
   報告２ 平成 23年度三重県立実習助手採用選考試験の実施について 
   報告３ 平成 23年度三重県立職員（船舶通信士）採用選考試験の実施について 
   報告４ 職員の人事異動（県立学校）について 
   報告５ 三重県立特別支援学校玉城わかば学園仮設校舎賃貸借契約について 
   報告６ 損害賠償の額の決定及び和解に係る専決処分について 

報告７ 平成 22年度第３回三重県スポーツ振興審議会の審議内容について 
 
７ 審議の概要 
・開会宣告 
  清水明委員長が開会を宣告する。 
 
・会議成立の確認 
  全委員出席により会議が成立したことを確認する。 
 
・前回教育委員会（平成 22 年 10 月 21 日開催）審議結果の確認 

 前回定例会審議結果の内容を確認し、全委員承認する。 
 
・議事録署名人の指名     

丹保委員を指名し、指名を了承する。 
 
・会議の公開・非公開の別及び進行の確認 
 議案第 38 号、39 号及び報告４は人事案件のため秘密会、議案第 40 号から第 45 号までは意思形
成過程のため、報告２及び報告３は実施要項発表前のため非公開が審議することを承認する。 
 会議の進行は、公開の議案第 37 号を審議し、報告１及び報告５から報告７までを報告した後、秘
密会の議案第 38 号、第 39 号及び報告４を報告し、非公開の議案第 40 号から第 45 号まで、及び報
告２、報告３を報告する順とすることを確認する。 
 

・審議内容 
議案第 37 号 平成 23 年度教職員人事異動基本方針について（公開） 
（人材政策室長説明） 
  平成 23 年度教職員人事異動基本方針について、別紙のとおり提案する。平成 22 年 11 月 15 日提

出。三重県教育委員会教育長。提案理由、公立学校職員の人事については、地方教育行政の組織及
び運営に関する法律第 23 条第３号及び三重県教育委員会権限委任規則第１条第２号の規定により
教育委員会の議決を要する。これが、この議案を提出する理由である。 
１ページをご覧ください。平成 23 年度教職員人事異動基本方針（案）でございます。少しこのペ

ージを読ませていただきます。 
現在策定中の次期教育振興ビジョン（仮称）に掲げる「自立する力（輝く未来を拓く力）」、「共

に生きる力（共に生きる未来を創る力）」を育む教育を各学校で着実に推進し、本県の教育水準を
向上させ、県民の公教育に対する信頼を高めていかなければならない。 
各学校においては、学校経営品質の取組により、継続的な改善を進め、魅力ある学校づくりを一

層推進する必要がある。このため、教職員一人ひとりが、やりがいを高め、その能力を十分に発揮
し、使命感と情熱を持って、児童生徒の目線に立った教育の実践に取り組めるよう、次の基本方針
に基づき、積極的、計画的な人事異動を行う。 
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１ それぞれの学校の経営方針に資するため、教職員の適性配置に努める。 
２ 校長の意見を尊重する。 
３ 教職員の年齢・教科・勤続年数等を考慮し、学校運営組織の充実に努め、あわせて気風の刷
新を図る。 

２ページをご覧ください。右のほうが昨年度の基本方針で、左のほうが今年度の基本方針で、少
し変えさせていただいたところにアンダーラインを入れてございます。今年度の分につきましては、
まさに現在策定中の次期教育振興ビジョンにおいて、基本理念の中に子どもたちに育みたい力とい
うことで、第一段落目のところにつきましては、その自立する力、共に生きる力というのをそこに
盛り込ませていただきました。その後の各学校においてはというところで、継続的な改善を進め、
魅力ある学校づくりをという形で、特色というのを魅力ある学校づくりとさせていただいてますが、
これにつきましても次期教育振興ビジョンの基本方針の中で７つの柱があるわけですが、その３点
目に子どもたちにとって魅力のある学校をつくりますという形でございますので、魅力のあるとい
うふうにしてございます。 
それから、その４行目、このため教職員一人ひとりがやりがいを高めというところですが、同じ

く基本方針の中の（５）に教職員がやりがいを持って子どもたちと向き合える環境をつくりますと
いう大きな方針がございますので、これを踏まえて前段の部分を基本方針として策定させていただ
きました。 
その下の１、２、３というのは昨年度と同様でございます。 
それから、３ページ、４ページにつきましては、この基本方針を受けて、小中学校の教職員人事

異動の実施要領案ということで、より具体的なものとなってございます。 
その３ページの一番上の１の転任のところは、大きく８点ございますが、転任にかかる実施要領

ということで基本的な部分をそこで記載してございます。 
２番目の昇任及び降任につきましても、１、２、３、４ということで、大きく４点をここに掲げ

てございます。 
めくっていただいて、４ページのところは退職というところで、退職につきましては、（１）と

いうことで掲げてございます。 
４の新規採用・再任用というところがあるんですが、再任用につきましては、一番下の（３）再

任用者は、定年退職時の所属校以外に配置することを原則とするということで、従来どおりの取り
扱いと変わらないわけですが、再任用の年齢も徐々に延びてきまして、その数も一定数になるとい
うことで、改めて異動の実施要領の中に記載したほうがいいだろうということで、記載させていた
だいたところです。 
８ページ、９ページが県立学校にかかる人事異動実施要領（案）となってございます。大枠、１

番、２番、３番、４番、５番という構成と、その中身につきましても、市町教育委員会と県教育員
絵が直接やるという部分の相違がありますが、基本的な部分については同じ考え方で、大きくは昨
年度と同様の方針でやっていきたいと思っております。 
それから、資料にはないんですが、人事異動にかかるスケジュール概要を少し説明させていただ

きます。県立学校につきましては、今日の委員会を経て、我々県教育委員会から 12 月初旬に各学校
長に説明していろんな資料を配付いたします。その後、校長が各学校の教職員にその内容を周知し
まして、教職員のほうは異動希望調書というのがございますので、各人が例えば転出希望学校であ
りますとか、家族状況などをそれに記入して校長に提出します。校長は 12 月下旬までに希望調書に
基づいて各教職員から人事に関する希望とか生活状況などのヒアリング、聞き取りを校長が行いま
す。その後、年が明けて１月初旬にはその希望調書を校長から県教育委員会に出していただいて、
我々としましては、その希望調書に基づいて１月中旬ぐらいに校長から聞き取り、校長がヒアリン
グをして、内容も含めて情報を集約して具体の異動作業を進めます。これをいったん２月中旬ごろ
までに終えまして、再度各校長との話し合いの場を持ちまして、その後、最終調整をして、３月上
旬には校長を通じて本人に４月１日異動の内示を行うということございます。 
小中学校についても同様の流れですが、市町教育委員会がございますので、市町教育委員会が小

中学校からの聞き取りなどを行い、管内の異動業務を進めます。県教育委員会では、地域調整人事
担当というのを県内５地域に分けて区分して設置してございます。この地域調整人事担当は、各市
町の状況を把握するということと、市町教育委員会間の異動の調整とか、それから、５つの地域を
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またぐ広域異動、あるいは小中学校と特別支援学校の小学部、中学部との異動事務などを関係市町
と調整しながら進めます。トータルこれら小中学校の人事異動につきましては、最終的には各市町
教育委員会から県教育委員会に内申がございまして、それに基づいて行うところです。こうした県
立小中の事務を経まして、３月の教育委員会定例会に管理職につきましての異動は議案として提案
し、一般教職員の異動は報告題として報告させていただいている状況でございます。 
以上でございます。どうそよろしくお願いします。 
 

【質疑】 
丹保委員 

文言が変わったのがありますね。原則とするというのを何々と何々することを原則とする。これ
は何か違いがあるんですか。 

人材政策室長 
説明省略しまして申し訳ございません。例えば５ページを見ていただきますと、転任のところの

（７）で、左のほうが今回提案さしていただいている部分ですが、３年ないし６年の間に転任する
ことを原則とすると。昨年度は、原則３年ないし６年の間に転任させるという、させるという形で
書いておりましたが、そこの表記を変えたということですが、この中身は同じですが、何とかさせ
るというそういう書き方ではなくて、教職員については、こういうふうなことを原則とするという
ふうに記載方法を変えさせていただいたということでございます。 

丹保委員 
それから、もう１つ、再任者はその所属以外と、それから短期の場合は所属内というふうに書い

てますが、この理由を説明してください。 
人材政策室長 

９ページをご覧いただきますと、４番の新規採用・再任用のところの（３）で、再任用者に関し
ては、フルタイム勤務者は定年退職時の所属校以外に配置し、短時間勤務者は、退職時の所属校に
配置することを原則とするということで、基本的には再任用そのものの年齢がかなり 64 歳までとい
うことで上がってきているということで、それまでの間も当然ながら退職時の学校に在職一定期間
するということで、基本的な考え方としましては、再任用者については、そこで長期化するという
ことになりますので、定年退職して再任用するに合わせて別の学校で活躍していただくというのを
基本としているんですが、ただ、短時間勤務の場合は、県立高校でしたら、例えば教科で受け持つ
ということになりますので、その場合に、場合によっては再任用短時間以外の非常勤教員との間で
のカリキュラム設定というのも必要になりますので、そこの部分につきましては、例外として退職
時の所属校で配置して、トータル生徒への教育がスムーズにいくようにという形でさせていただい
ているところです。 

丹保委員 
  原則とするというのはどのぐらいの感じですか。なんか事情がない限りは許さないということな

のか、それとも簡単な理由があればいいですよという感じですか。どちらですか。 
人材政策室長 

ほとんど相当の状況はいろいろ聞きますが、ほぼ変わっていただくというか、基本という形で人
事異動をやらしていただいているところです。あまり例外というのがいくつもあるというのも。 

丹保委員 
  分かりました。 
竹下委員 

いいですか。今のところがまだ理解できないんだけども。これは退職時の所属校に勤務すると何
か不都合があるの。長いこと勤務することになるからという理由だけですか。ほかに何か不都合が
あるということになるんですか。元校長とか教頭という管理職だったら分かりますが、そこでいき
なり平になってというのは分かりますけど。 

人材政策室長 
  大きくは定年退職時までの在職期間というか人事異動のスパンというのがやっぱり絡んでくるわ

けですが、ここが一定、例えばこの人事異動の方針というのは、８年を超えた部分については異動
を行うということなんですが、そうすると、それ未満の方で定年退職までそこの学校で教員として
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在職するということがございますので、それに加えて再任用の後も当該校で勤務するとなると、相
当の長期にわたるということで、やっぱり教科なり、ほかの若い教員との人事異動とか、そのあた
りのことも考えると、再任用になったときには別の学校に配置するようにということで、人事異動
の風通しもよくして活性化を図るという観点で。 

竹下委員 
  再任用というのは、もう普通の任用と同じような扱いなんですか。 
人材政策室長 

そうです。全く、いったん退職はしますが、やる職務内容、職責すべて一緒なんです。ですので、
退職ということが生じますが、中身やる仕事なり責任の度合というのは一緒ということでございま
す。 

竹下委員 
それなら分かります。 
それから、もう１つ、ちょっと前にも言ったことがあるような気もするんだけど、この最初の出

だしが形式的にいいのかなって思ってるんですが。現在策定中のとあるでしょ。これは、教育ビジ
ョンが実際に決まるのは、これとどっちが早いんですか。こっちのほうが早いわけでしょ。となっ
てくると策定中の振興ビジョンのほうが変わる可能性が完璧ゼロと言えないよね。そちらのほうは
これからいろいろ手続き経て、中身が変わるかもわからないということになってくれば、こういう
形で大上段に振りかぶるというのはちょっとまずいんじゃないかという気がするんだけども。中身
はいいんですよ、自立する力、共に生きる力を出してくるのはいいんですが、これを振興ビジョン
で掲げてるから、それを目標にするんだという書き方がちょっと形式的におかしいのかなという気
はするんだけども、その辺どうでしょう。 

人材政策室長 
おっしゃるように、これまだ確定はしてございません。一方で様々な議論も経て、パブリックコ

メントもしているという状況で、23 年度の人事異動にあたっての方針になりますので、現時点での
ビジョンというよりは、現在策定中ではありますが、次期教育振興ビジョンの神髄の部分をきちっ
と異動方針の中に認識する必要があるというふうに考えまして、ただ、書きぶりとしては確定して
ないという部分がございますので、今現在策定中のというのを書かせていただいたわけですが。 

竹下委員 
策定中の目標をここに掲げるというのはおかしいような気がするもんだから。これ省いちゃった

らどうなんですか。いきなり自立する力、共に生きる力というのを基本目標とするというような表
現をして、それを実現するためにというような書き方ではまずいの。 

人材政策室長 
  先ほども申し上げましたが、この人事異動基本方針は各学校長なり市町教育委員会に認識してい
ただく必要があるということで、その自立する力、共に生きる力というのが、教育振興ビジョンと
いう三重の教育を大きくとらまえる元の部分での位置づけになっているということを認識をいただ
いたほうが。 

竹下委員 
そういうんであるならば、教育振興ビジョンが決まってからこれを決めないといけないわけでし

ょ。先にそちらを決めてから、それに基づいてやりますと。 
人材政策室長 

一方で人事異動のほうも、さっきもそのスケジュール概要を申し上げましたが、スケジュールも
ございまして、そこ苦しいところであるんですが、その双方を成り立たせたいと思いまして、こう
いう形で記載しておるところです。 

竹下委員 
それからいくと、邪推というか、よこしまな発想かもわからんけども、両方ともこれを作った人

が仕切ってるというふうな感じになりますよね。だから、両方とも作者は同じであると。形式的に
は振興ビジョンのほうは審議会にかけて、審議会で検討してもらって、そこで結論を出してもらっ
て、そのうえで今度はこういうふうな人事異動基本方針を決めるんだという筋書きになるんですか
ら、向こうが策定中で、ほぼ決まっているといえども、まだ決まってないんだから、それを出すち
ゅうのはまずいんじゃないかという気がしますけど。 
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人材政策室長 
  教育改革推進会議の議論は、手続き的にはまた 11 月 19 日でしたか、あるんですが、これを出す

のはその後にはなります。ただ、ビジョンそのものが教育委員会の中でのまた議案として出してい
ただくという部分が確定してないところがございますので、スケジュール的には、ですので、対外
的に教育委員会がビジョンも、あと自分のところで決めてということではなくて、いろいろお願い
しているところでの議論は一定経ているんですが、内部手続き的な部分というのは 12 月末ぐらいか
下旬になってからだと思いますので、それよりも前にこれはどうしても出す必要がございますので。
教育改革推進会議の議論は多分一定終えていただいているとは思うんですが、あと、どういうふう
な形にするかというのを教育委員会の中で意思決定していくという手続き途上だと思いますので、
これも人事異動基本方針はまさに三重県教育委員会でここで決めていただく話ですので、そういう
状況を踏まえて、ここで併せて現在策定中のということでご認識いただければと思って、議案とし
てこういう形で記載させていただいたんですが、そこの改革推進会議の議論もまだ７割８割という
ことでしたら、なかなかこういうふうな表現も難しいかも分かりませんが、一定程度それは推進会
議の議論はこれを出す段階においては終わっていると認識しております。 

副教育長 
これまで教育委員会にも報告を２回ほどさせていただいて、議会にもこの「自立する力、共に生

きる力」については報告をして、異論のないところ。いわゆる基本的な理念として認知されている
のかと思っております。 

竹下委員 
それはね。 

副教育長 
そこの２つが認知されておると、それを大きく変えることはないだろうと。内部手続き上は難し

いにもかかわらず、理念としてはみんなが了承ということでございますので、ほかに言葉が次期教
育振興ビジョンも仮称でございますので、タイトルそのものもまだ決まっておりませんけども、理
念については皆共有できたということでご理解をいただくということと、先ほど木平室長が言いま
したように、職員にもこれを機会に今の教育振興ビジョンの審議経過を見てもらえるいい機会にな
るんではないかと。それは竹下委員の言では、ちゃんと決まってから周知すればいいではないかと
いうことですが、この自立する力というのはどんなものかとか、あるいは共に生きる力というのは
どんなものかというのは、ホームページに載っておりますから、当然それを職員が見るだけの動機
付けにもなればというようなことで、こういうようなことを書かせていただいたわけで。細かい施
策とか、あるいは基本方針というのはまだ変わってくるかもわかりませんけども、この２つのター
ムについては変わらないのではないかということで、あえて出させていただいた。そこしか出せな
かったという。この２つがなかったら、ちょっと。 

竹下委員 
  いや、私も確定してから設定してというのではないんだけども、ここの取り上げ方が、ここで掲

げているからこれをするという表現でしょ。この書き方ではね。その掲げる自立する力、共に生き
る力って、素直に読むと確定してないんだから。しかし一応その審議の状況を見てると、ほぼ確定
していると。だからその方針に従ってというんならばいいんだけども、ちょっと表現をもうちょっ
と丁寧に変えたほうが、中間作品にいきなりのっとってというような書き方はまずいんじゃないか
という気がしているんですけどね。 

牛場委員 
これまでも何回か中間案というのが分かってますけども。 

竹下委員 
いやいや、初めて見る人いっぱいいるわけでしょ。我々は分かってますけども。だから、その中

間作品にのっとっていきなりこういう大方針を決めるのかなというようにも取られかねませんか
ら。その辺でほぼ確定してますという、今、なんかもっと短い文章ですっきりだけどね、この教育
振興ビジョンの策定課程でほぼ固まっている。その方針に従ってやりますというような、そういう
いい表現を簡略にできないかなと。 

教育長 
より詳しく言うなら、現在策定中の次期教育振興ビジョンでは、自立する力、共に生きる力を育
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む教育を基本理念として上げていますと。この今回の人事異動にあたってはこれを推進して、本県
の趣旨を図るためにこういう信頼を高めていかなければならないと、そういうふうにしていけばで
すね。 

竹下委員 
そういうことならいいですね。それなら、分かります。 

副教育長 
では、そのようにさせていただくということで。前へ基本理念を持っていったほうがいいか、後

ろか、ちょっとあれなんですけど。仮称の基本理念として掲げるとか、教育長が言われたように後
ろのほうがいいか、ちょっとまた事務局で精査させてもらいますので、そういう方向で竹下委員の
を踏まえてよろしいですか。 

人材政策室長 
  修正をさせていただきます。 
牛場委員 

すいません。あと、今説明していただいた転出希望、それから、家族状況を踏まえて希望調書を
取って、１月の初めですか、面接をされたときに、本人の希望というのは何％ぐらい通るのですか。 

教育長 
説明では例えば勤務地に関してはどういうところ、例えば家庭内の事情のときには、やはり考慮

させてもらってという、そういうところを、おしなべての場合とかするのは無理なので。 
人材政策室長 
  今、教育長が申し上げましたが、勤務地で特に大きいのは単身赴任とかいうことだと思うんです
が、管理職を除いた場合に、本人の希望と違うような形で教員の場合が単身赴任になるということ
はほとんどないです。後、それから勤務校のそういった部分につきましては、年数によって少し違
うんですが、同一校で８年勤務された場合には希望も書いていただくんですが、やっぱりそれだけ
長いことみえるということで、希望どおりにいかない場合もあるわけですが、それまでの期間とい
うことであれば、希望を１校書いていただくわけじゃないんですが、何校か希望を書いていただく
中で、できる限り状況も聞いて、その中でそれまでの勤務年数でしたら配置するように調整してい
るというのが現状のところでございます。すいません、ちょっと何％というところはないんですが。 

牛場委員 
ありがとうございます。 

竹下委員 
その関連で、ちょっと教えてほしいのが、校長先生が自分でいい学校をつくりたいと。だから、

あそこからピックアップしたい、ここからピックアップしたいというふうな形で先生を引っ張ると
いうふうなことは大分可能なんですか。できるんですか。 

人材政策室長 
  全体としては、各学校でまず大きく異動の希望を聞いていただいて、我々も聞かせていただいて、
そういうのをうまく合致させながらやるんですが。一方で仕組みとして各学校が求める人物像とい
うのをガルーンというか、ＩＴを使ってまず掲載していただいて、それにいずれの学校でもいいん
ですが、自分はそういうとこに希望したいという方があれば、それは通常の異動希望とは別に、そ
の学校が求める人物像、これ県立の場合ですが、手を挙げていただいて、それでそこがうまく合え
ば、そういう異動を発令するという仕組みもあります。 

副教育長 
ＦＡ制度で、要は校長が数学でうちはこんな教員ほしいって言ったら、４、５人面接に応募でき

るわけ。その中から調整できる。初めのころは多かったんですが、最近は 20 代の後半ぐらいですか
ね。やっぱり段々少なくなってくるというのか。 

竹下委員 
  例えば校長先生がいろいろ聞いたり見たりして、良さそうな人のところを自分で交渉して応募し
てくれというような形でいけば、うまくいく可能性もあると。 

人材政策室長 
  仕組みとしてそういう個人でやり取りまでするというと、いろいろまた全体のバランスというの
も。そこは我々も仲立ちさせていただきながら、一方で学校が求める、今、副教育長が言ったよう
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に、数学をこういうふうにしたいということであれば、それをきちんと掲げていただいて応募もし
ていただきながら、可能であればそれがかなうような人事配置というのは仕組みとして。 

 
【採決】 

―全委員が承認し、本案を原案どおり可決する。― 
 
 

・審議内容 
報告１ 次期教育振興ビジョン（仮称）中間案パブリックコメントの結果概要、及び当該中間案の修
正について（公開） 

（教育総務室長説明） 
  次期教育振興ビジョン（仮称）中間案パブリックコメントの結果概要、及び当該中間案の修正に

ついて、別紙のとおり報告する。平成 22年 11 月 15日提出、三重県教育委員会事務局教育総務室長。 
   詳細につきましては、福永教育振興ビジョン策定特命監のほうから説明させていただきます。 
（教育振興ビジョン策定特命監説明） 

それでは、説明させていただきます。教育振興ビジョンにつきましては、中間案策定のパブリッ
クコメントを行いました。それから、それと並行しまして、例えば市町の教育長会議だとか県議会
の常任委員会等でも意見をいただいております。それを踏まえましていくつか修正をしております
ので、今日はその中間案策定後の審議経過ということで報告をさせていただきますので、よろしく
お願いします。 
では、まず、資料１をご覧ください。パブリックコメントの結果について説明させていただきま

す。資料１、１枚物の資料でございます。２番目のところにございますように、意見募集期間を９
月 17 日から 10 月 18日のひと月間でございました。意見の内容ですが、（１）にございますように、
総数は 99 人、団体の方々から 292件の意見をいただいてます。これらの中には同じ内容の意見もご
ざいましたので、207 件に分類・整理をしております。この数ですが、全く同じ期間でしあわせプ
ランの次期戦略計画がパブリックコメントされましたが、ほとんどあまりパブリックコメントの意
見が数えるほどしかなかったと聞いておりますし、我々としてはこれだけいただいたというのは非
常にありがたいことだなと感じておるところでございます。 
項目別の意見数ですが、（３）を見ていただきますと、この 292 件の内訳が出ております。多い

のはやはり第２章の総論の 52件、それから、第３章の１の学力、２の豊かな心、それから、４の信
頼される学校づくりあたりが多くなっております。 
裏をめくっていただけますか。（４）の対応状況でございます。これらの意見にどのように対応

したかですが、①から⑥に整理させていただきました。①は最終案に反映するもの、②が一部反映
するもの、③は既に反映しているもの、④は反映は難しいが、今後の検討課題とか参考とするもの、
⑤は最終案に反映することが難しいもの、⑥はその他ということで、これはただの質問とか激励と
か、そういう類のものでございます。ご覧いただくと分かりますが、このような結果になっており
まして、合計 207 件は 207 という同類の意見をとりまとめた合計になっています。①と②を足しま
すと、①と②が県民の方々の意見を踏まえて修正した部分になりますが、足しますと 52 件になりま
す。ほぼ 207 件の４分の１になりますので、４つのうち、１つは修正をさせていただいたというよ
うな結果になってます。 
それから、４番の概要ですが、（１）のところを見ていただきますと、「基本理念」、「子ども

たちに育みたい力」に対する好意的な意見が目立ちました。こうした意見の多くは、「子どもたち
の目線を重視していること」や「地域社会全体で教育に向き合うという決意を示していること」、
あるいは「自立する力と共に生きる力を重視していること」等を評価いただくものでした。件数に
ついては、あまりこだわるといけないのかもしれませんが、総論に対する意見 52 件のうち、19 件
賛同のご意見をいただいております。 
それから、（２）のところ、各施策の中では学力、外国人、キャリア教育、そして教員の資質、

働きやすい環境づくり、特色ある学校づくり等への意見が多数です。それから、意見の内容は本当
に多種多様ですが、そうした中で中高一貫教育の推進を求める意見が比較的多かったと思われます。
合計 16 件ほど意見をいただいておりまして、ほとんどが賛同すると。ただ、中には否定するとされ
る意見もございました。いずれにせよ関心の高さがうかがえるところでございます。 
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それから、（３）にございますように、本ビジョンは多様な主体への期待を各施策に示すなど、
地域社会全体で教育に向き合うという方向性に沿った工夫を盛り込んでいますが、もっと家庭や地
域のすべきことを書き込むべきだというご意見だとか、多様な主体との連携のあり方を具体的に示
すべきというような、こうした社会全体で取り組む方向に向けてもっと書き込むべきだという意見
も一定数認められました。教育委員会として書くものですので、なかなか書ききれないところもあ
るのが事実でございます。そういったところをいくつか感じられた方々がこういった意見いただい
たものと感じております。 
今後の方針ですが、このパブリックコメントを項目別回答としてホームページ等で掲載していき

たいと思っております。具体的には資料の２に示したとおり、具体的な意見はこのような形で、回
答はこのような形でさせていただければと思いますが、これをつぶさに説明をしておりますと、今
日は時間もあまりございませんので、省略をさせていただきます。これを受けていくつか訂正した
部分については、この後、新旧対照表でいくつか触れさせていただきます。 
それから、上から順番にいきまして、資料の３を見ていただけないでしょうか。資料の３につき

ましては、県議会議員、教育委員等のご意見に対する対応としています。県議会議員、教育委員会
等の「等」ですが、ほかにどういう方々がいらっしゃるのかといいますと、市町の教育長、あるい
は各部局の方々の意見でございます。この中いくつもございますので、時間的な制約もございます
ので、７つほど簡単に説明させていただきます。１つ目は一番最初のページのこの１番です。県議
会議員の意見ですが、これは端的にいいますと、３行目から４行目にかけて書いてありますように、
教育格差にどう対応するのかいうご意見でした。それにつきましては、教育委員会としては２点考
えておりまして、１点目としては、格差を生まない社会づくりは社会全体で取り組むべきものだと。
今後とも教育でできることは教育で取り組むと。他の行政分野との連携に努めるとしておりまして、
今、県教委では奨学金制度等を継続して、改善しながら運用をしています。それから、２点目とし
て、一人ひとりの成長に様々な意味でも「個人差」が生じている今こそ、「きめ細やかな教育」が
一層重要ということで、そういう一人ひとりを大切に育む教育をしていこうという方向性を盛り込
んでございます。この２点目については既にビジョンの中に盛り込んでいるんですが、１点目につ
いては明記してございませんので、今のところまだ修正案としては示しておりませんが、奨学金に
ついて書き込むことを今検討中でございます。最終案には書き込んでいきたいということも考えて
おります。 
それから、めくっていただきまして、３ページの上のほうの段です。学力に関しまして、これは

県議会の常任委員会で大分議論になりました。いただいたご意見にポツが４つありますが、学習塾
についてどう考えるのかという議論でございました。県議会の方々も積極的にとらえるべきだとい
うご意見の方と、いや、学習塾は有償だから、やはり慎重に考えるべきだというご意見と分かれて
おります。ということで、教育改革推進会議で 11 月１日にこれについて再度議論をしました。その
結果、対応案のところに少し書かせていただきましたが、なお書きのところ以下です。「以下の理
由により、学習塾をビジョンの中で特記することはしない」という方向にまとまっています。やは
り公教育を充実させることが大事、あるいは「過度の学習塾通い」にかかるいろんな悪影響もある。
あるいは活動内容が多様で実態が分かりにくい。あるいは有償で、かつ営利目的であるというよう
なご意見が出まして、否定的に考えていくということでございます。 
その下、３点目として、これは市町の教育長さんからいただいた意見なんですが、少人数教育に

ついてもっと盛り込んでいただきたいということで、少人数教育に関する記述をこのご覧のように
追加してございます。 
それから、めくっていただきまして、４ページでございます。これも県議会議員の方のご意見で

すが、平和教育の概念を取り入れて、具体的な施策程度まで記述する必要があるということで、実
は中間案には平和教育については触れてございませんでしたが、ご意見を受けまして、この右側の
ように平和教育に関する考え方を追加して記述したいと考えております。 
それから、次のページ、５ページの下のほう、豊かな心の育成の人権教育のところですが、これ

は各部局、具体的には健康福祉部からの意見ですが、ユニバーサルデザインに関する教育が今重視
されつつあるのだと。ビジョンの中に取組を盛り込みたいということでございます。これは、振り
返って考えてみますと、教育委員さんにもご参加いただいた県民懇談会でも、具体的に津で開かれ
た県民懇談会でもこの意見は出ておりました。ということで、私どももやっぱり重要だろうと考え
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ておりまして、パブリックコメントでも同じような意見が入ってましたものですから、ユニバーサ
ルデザインに関する教育について盛り込ませていただいています。 
後はかなり細かい点になってくるんですが、後２つだけ触れさせてください。具体的に教育委員

の方からいただいた意見、９ページの上から２つ目、教員の資質の向上のところに採用選考の充実
というところがあると。これは違和感があるのでというご意見でしたので、ご覧のように求める人
物像に沿った採用選考の推進という言い方に変えさせていただいています。 
それから、10 ページをご覧ください。最後のものです。前の教育委員会のときに、教員の職業の

ことをすばらしい職業だというのは、身内で身内を褒めすぎではないかというご意見で、考え直し
ていただいたらどうかというアドバイスをいただきましたので、責任とやりがいのある職業という
形で言い換えをさせていただいておりますので、ご確認いただければと思います。 
それでは最後に、資料としては一番下にあります資料の５、新旧対照表をご覧いただけるでしょ

うか。中間案からこの新旧対照表に書かせていただいたものがあります。変わったところのすべで
ございます。軽微なものは盛り込んでないのですが、ここに一式盛り込んでございます。お分かり
になりますか、資料の５。ここには、先ほどからご説明しました県議会議員の意見を受けた修正と
か、市町教育長の意見を受けた修正とか、すべて含まれております。県民の方の意見を受けた修正
なんかも含まれております。一番下にございます。あと１つめくっていただくと分かると思うんで
すが。この新旧対照表は左側が新、右側が旧になっております。備考を見ていただきますと、なぜ
修正したかという説明を示してございます。県民の方のパブリックコメントを受けて修正した部分
をいくつか、本当に３つか４つぐらい、例として説明させていただきますのでご覧ください。例え
ばどんなものがあるかと言いますと、４ページをご覧いただけますか。４ページの一番上です。外
国人児童生徒教育の充実で、基本的な考え方のところで県民の意見をいただきました。これはここ
にはご意見を書いていませんので、口で簡単にご説明しますと、まず、中間案のところを見ていた
だきますと、ここには外国人児童生徒教育の意義が書いてあったわけです。なぜ要は外国人児童生
徒教育をするのか、そこの理由のところを書いてあるわけですが、４行目から５行目にかけて、「10
年先を見据えるとき」という記述がございます。「こうした外国人児童生徒は将来、日本に定住す
る、しないにかかわらず、日本と海外をつなぐ人材、国際化社会、多文化共生社会を支える貴重な
人材となります」と、こういうことで、やはり教育の必要があるというふうに整理をしていたんで
すが、県民の方からは、これは社会から見た意義だけじゃないかと。やはり重要なのは、外国人の
子ども本人から見た意義じゃないか。それを書かないと本当の意義にならないというご意見をいた
だきまして、誠におっしゃるとおりだと考えまして、左側の修正案のように、下線を引いたところ
をご覧いただきますと、「言葉によるコミュニケーションに課題を抱えながら日本で暮らす外国人
児童生徒にとって、教育は幸福な生活を実現するために不可欠な「礎」となるものです」というよ
うな子ども目線の意見を盛り込ませていただきました。このような形の修正がございます。 
それから、８ページをご覧ください。８ページの上から２つ目と上から４つ目、これまとめて説

明します。ここはキャリア教育の部分なんですが、キャリア教育に特別支援学校の子どもたちの記
述がまだもう少し不足しているんじゃないかと県民の方の意見が結構ありました。ということで、
キャリア教育にこのような記述を加えてございます。 
それから、もうあと少しだけ紹介させていただきますと、11 ページの上のほうです。個別的な人

権問題に対する取組の推進というのがございます。県民の方からいただいた意見は、この中間案の
ほうは非常に簡潔に書いてあるわけですが、やはり子どもの人権に関する教育だとか、あるいは最
近問題になりつつある性的マイノリティのそういう子どもたちに対する配慮だとか、教育だとか、
そういったものをもっと盛り込んでほしいというご意見を、これも複数いただきましたので、これ
をやはり個別にしっかり記載しまして、ご覧の下線のようにいろんな人権問題について列挙しまし
て詳細に語っております。こういう形で、県民の方々から意見をたくさんいただきましたのを、新
しい教育振興ビジョンに盛り込んでいくという修正をさせていただいたということです。すべて説
明しきれませんので、説明この程度にさせていただきます。 
予定としましては、実は今週の金曜日に第６回の推進会議を行う予定でございまして、できれば

これが最後の審議会にできればなと思っております。それから、12 月の 10 日に議会の常任委員会
がございまして、このとりまとめた案を常任委員会でのご意見をいただいた後に、必要な修正を加
えまして、できれば 12 月の 22 日の教育委員会で最終案としてご提案させていただきたいと思って
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おります。よろしくお願いします。 
説明、以上でございます。 

委員長 
報告１はいかがでしょうか。 

丹保委員 
  非常に難しい質問がたくさんあったんですが、非常によく答えているなという感想です。 
  細かいことはまた審議会のどこかで議論しているはずですので言いませんけど、１つ 36 番の意見
概要と回答のところの 36 番、一人ひとりってありますよね。これは確かに文部科学省の用語集には
一人ひとりって書いてあるんですよ。漢字一人一人でね。じゃ、なぜ一人ひとりにするのかという
ことなんですが、それについてはあんまり説明してないんですよね。つまり県民しあわせプランに
あるからとか、ほかにもあるからだという。そこのところの理由については、何か考えたことはあ
りますかというのが質問なんですけど、私は少し考えを持ってるんですが。 

教育振興ビジョン策定特命監 
明確にその理由というのが私ども把握はしてないですが。ここで書いてございますように、学校

現場でもこちらのほうも誤りではないということもしておりますので、しかも現行ビジョンや、あ
るいは今の時期、戦略計画なんかでも「一人ひとり」、ひらがなを交えた表現にしておるというこ
とで、このようにさせていただければなという気がしています。 

副教育長 
  現行振興ビジョンを議論しているときに、一人一人というのは、非常に画一的やと、一人一人は
違うんだということで、「一人ひとり」という書き方にしてほしいという委員会等で議論が出まし
て、それで、その議論を経て、やっぱり文部科学省は「一人一人」やけども、三重県教育委員会は
「一人ひとり」のきめ細かく子どもたちを見ていこうという、そういう意味で一人ひとりという言
い方にしようと。あえてそういう議論をして現行ビジョンはなってございまして、今回、そのこと
については話題にはならなかったんですが、精神としては、一人一人子どもたちをきめ細かく見て
いくという一つの象徴として、一人ひとりを採用させていただいております。そういう理由でござ
います。 

丹保委員 
  私も一人一人よりも一人ひらがなのほうがいいと思います。やっぱりそれに関しては、いろんな
考え方があると思いますけど、今説明していただいたように、一人一人よりも一人ひらがなのほう
が思いがこもるような気がするんですね。意識的、意識としてですよ。そういう意味でこれをあえ
て使うというのは、やっぱりそれなりの理由を今のように踏まえたうえで使ったら、もっといいん
じゃないかなと思います。それは新聞協会が出てる新聞用語集の中でもそういう説明が少しありま
すので、別に私だけが思っているわけじゃないんですね。 

副教育長 
ありがとうございます。 

委員長 
いかがでしょうか。 

竹下委員 
  感心しているだけです。大変だったなと思ってね。ご苦労様でございました。 
 
―全委員が本報告を了承する。― 

 
 
･審議内容 
報告５ 三重県立特別支援学校玉城わかば学園仮設校舎賃貸借契約について（公開） 
（学校施設室長説明） 
 三重県立特別支援学校玉城わかば学園仮設校舎賃貸借契約について、別紙のとおり報告する。平
成 22 年 11月 15 日提出。三重県教育委員会事務局 学校施設室長。 
 １ページをご覧ください。契約の概要は枠組みの中に入ってございますが、表題が議会の議決す
べき事件以外の契約等というふうになってございます。その次の行にございますとおり、本県の条
例で議会の議決すべき事件以外の契約等の透明性を高めるための条例というのがございまして、こ
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れに基づきまして、ここに書いてございます 11 月 25 日に議会に報告するということから、それに
先立ちまして本日、教育委員会に内容を報告するものでございます。              
 中身といたしましては、三重県立特別支援学校玉城わかば学園でございますが、こちらの学校で
高等部を中心に生徒数が急増しておりまして、教室不足が発生をするということから、平成 23年度
から平成 25年度までの３年間にわたりまして、仮設校舎のプレハブ校舎を賃借するということで、
こうした契約を結ぶものでございます。 
 内容的には契約金額が 4,041 万 4,500 円。7,000 万円以上の賃貸借の契約ということでございま
すが、これ自体の予定価格が当時 8,400 万円余でございましたことから、契約金額 4,000 万円台で
ございますが、報告をするというものでございます。契約の相手方は、鈴鹿市磯山３丁目のコマツ
ハウス株式会社の三重営業所でございます。契約期間が先ほど申しました 22 年 11 月５日から 26
年の３月 31日までというふうになってございます。校舎の概要ですが、面積が約 680 ㎡の軽量鉄骨
の２階建てということで、各階に４室ずつ、合計８室の教室がございます。それと、既存の本校舎
との連絡の渡り廊下を３年間賃借をするということで、こういうような計画になってございます。 
 以上でございます。 
 

【質疑】 
竹下委員 

これ建てるとどのぐらいするの。そんなの分からないですか。検討つかない、桁が違うんですか。 
学校施設室長 

元々設計が本建築を予定してございませんので、こういうような形で。 
教育長 

㎡あたりで。 
副教育長 

ＲＣで、700㎡でいくらぐらいかかる。 
学校施設室長 
 これですとコンパクトな形で必要なものだけしかしていません。 

副教育長 
億の金がかかるわけですね。 

学校施設室長 
  多分、数億円になろうかと。 
副教育長 

１㎡、今 20 万。 
学校施設室長 
  数億円になろうかというふうに。３億から４億円あたりかかるんではないかと想像します。 
教育長 
  何にもないとこやと、20万か 25万円ぐらいかな、㎡。 
副教育長 

１㎡ 20 万というと、700 ㎡、厄介になりますね。その代わり２階建てですからね、さっきのは。
それの半分としても、350 としても 20 万円としたら７億。急増対策ということで、中南勢地域の今
回の第二次計画のほうで、順番はいろいろありますが、それの間はちょっとしのいでもらうしかな
いのかなと。 

 
―全委員が本報告を了承する。― 

 
 

･審議内容 
報告６ 損害賠償の額の決定及び和解に係る専決処分について（公開） 
（生徒指導・健康教育室長説明） 
  損害賠償の額の決定及び和解に係る専決処分について、別紙のとおり提案する。平成 22 年 11 月

15 日提出、三重県教育委員会事務局 生徒指導・健康教育室長。 
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  １ページをご覧ください。損害賠償の額の決定及び和解に係る専決処分は、生徒指導・健康教育
室の不注意による交通事故の損害賠償に関する事案でございます。まず、一番右側の専決年月日の
欄をご覧ください。平成 22年 10 月 28 日、知事による専決処分をさせていただいた事案で、この件
につきましては、次回の議会に上げさせていただくということで本日ご報告させていただいており
ます。 
次に、損害賠償の義務の発生原因となる事実の欄をご覧ください。平成 22 年８月 23 日、鈴鹿市

北玉垣町地内の駐車場において発生した教育委員会事務局（生徒指導・健康教育室）に係る自動車
による公務上の事故となっておりますが、この事故は、当室の生徒指導特別指導員が朝、公用車で
県庁を出発して、鈴鹿市内の公立学校を訪問する途中、鈴鹿市北玉垣町地内の駐車場において、12
時 40 分ごろ駐車場を出る際に、後方の安全確認を怠って後退したため、公用車の右後部が駐車場に
駐車中の無人の軽四の乗用車の左前部に衝突させた事故でございます。鈴鹿警察署、保険会社には
その場で連絡をし、物損事故として処理されました。この事故で職員の故意は認められませんでし
たが、原因は当室員が後方の安全確認を怠って後退したことによるもので、過失割合は相手方０％、
職員 100％でございました。 
続いて、損害賠償額の欄をご覧ください。本件事故に関しましては、平成 22年 10 月 28 日に損害

賠償額 12 万 8,312 円で和解いたしております。なお、公用車の損害は４万 950円でございました。
平成 22 年９月 30 日に修理は完了しております。 
以上で報告を終わらせていただきます。 

 
【質疑】 

なし。 
 
―全委員が本報告を了承する。― 
 

 
･審議内容 
報告７ 平成 22 年度第３回三重県スポーツ振興審議会の審議内容について（公開） 
（スポーツ振興室長説明） 
  平成 22年度第３回三重県スポーツ振興審議会の審議内容について、別紙のとおり報告する。平成
22 年 11 月 15 日提出。三重県教育委員会事務局 スポーツ振興室長。 
資料１ページをご覧ください。本年度第３回目の審議会を 10 月 26 日に開催をさせていただきま

した。この内容にありますように、今年は次期のスポーツ振興計画の策定の年でございますので、
現在３回の審議会を開催させていただいておるということでございます。これ以降、まだ５回目ま
で現在のところ予定をしておるところでございます。内容はそこにございますように、部会の策定
部会を持っておりますので、そこで報告、そこで第７次のスポーツ振興計画（仮称）でございます
が、これに向けたたたき台の検討ということで審議をお願いをしたところでございます。 
資料の４ページを見ていただきますと、折ってあるＡ３のものがあるかと思いますが、そこをご

覧ください。これが第６次と、これから策定をしようとしております７次のものの構成の比較でご
ざいます。左側が６次でございますが、６次は上のほうから策定にあたってということから、１章、
２章、３章というふうに章立てをして構成をしておりました。７次につきましては、右側でござい
ますが、６次からこういうふうに変わっているというところが矢印で示されておるという状況でご
ざいます。◎のところにつきましては、新たに７次の中で取り入れていきたいというところで審議
をしていただきました。特に「はじめに」というところと、第２章の総論、この中で意義、あるい
は取り巻く環境、それから三重のスポーツが目指す姿、基本理念でございますが、こういったとこ
ろを書き込んでいきたいと。そして、その下のほうの第４章の計画の実現に向けてというところで、
学校・家庭・地域・行政との連携等、そこにあるようなところとの書き込みをしていきたいという
ことでございます。 
それの内容でございますが、５ページを見ていただきますと、いわゆる骨子でございますが、総

論として先ほど申しましたように、１の（３）三重のスポーツが目指す姿ということで、中長期的
な視点から 10 年先を目指すべき姿として明記をしていきたいと。そして、４年間の計画を通して基
本理念と体系について明記をしていきたいということでございます。各論につきましては、４つの
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基本施策ということで、１つが子どもたちの元気づくり、子どもたちの体力向上、そして、２つ目
につきましては、地域の活力づくり、地域スポーツの推進。そして、６ページへいっていただきま
すと、３として、県民の夢づくり、競技力の向上、大規模大会の招致、そして４で、下のほうでご
ざいますが、元気の基礎づくりいったところを各論として位置づけていきたいと。そして、最後に、
今計画の実現に向けてということで、そこにありますような推進体制について明記をしていくと。
こういったところで議論をしていただいたところでございます。 
もう一度１ページへ戻っていただきますと、そこにございますように、いろいろ代表的な意見を

そこに書かせていただきました。最初のところに、10 年後に目指すべき姿を示すことは分かりやす
くてよいが、そこに書かれている内容が各論にもきちっと反映するようにといったようなこととか、
あるいは２ページのところにもございますが、一番上のところに、子どもたちにとって「魅力ある
授業」とは、「動く・学ぶ・できる・集う」という４つの喜びを味わえる授業ではないかといった
ご意見もいただき、こういったことを参考にしながら、現在、中間案のたたき台について作成に向
けて作業をしておるところでございます。次回のこの定例会においては、そういったことろも示さ
せていただきたいなということで、現在作業を進めております。 
以上で、第３回の審議会の報告について終わらせていただきます。以上でございます。 

 
【質疑】 
牛場委員 
  この４章の学校・家庭・地域・行政の協働、これは本当に家族愛につながることですので、ぜひ
ぜひ力を込めてお願いしたいと思います。 

丹保委員 
  感想ですが、基本的事項、総論、各論、何かちょっと堅い感じがしますね、全体的にね。前のほ

うがまだ柔らかい感じがして、こちらの文調みたいな感じで、一般向けにとっていいのかなという。
基本的事項って何だか全く分からないんですよ、これだけでは。総論は総論ですけど、各論、前の
ほうがまだ章だけ見ても何となく内容が分かるんですよね。柔らかい感じがするんですね。今度の
人は多分非常にまじめな堅い人が多かったのかも知れませんが、ちょっとそういうのが県民の視点
からしてどうかなという気がするんですね。また概略を一生懸命つくらなきゃいけないことになり
ますが。感想です。 

スポーツ振興室長 
 そういったご意見も審議会の中でもいただいてはおりますので。そういったことで、例えば総論
として、そこにはどんなことが書いてあるかということを説明できるような文章を一文入れて内容
に入っていく工夫をしたらどうかということも、審議会の中でご意見をいただいておりますので、
今準備をしとるところでございます。 

丹保委員 
  感想ですので。 
副教育長 
  付け足しですが、教育振興ビジョンの構成と合わせたということが今回言えまして、同じ状況で

ございます。教育振興ビジョンにははじめにというのはないのですが、基本的事項、総論、各論と
こういう計画に合わせたと。教育委員会の中長期計画についてはそろえたほうがいいだろうという
ことで、スポーツさんはそろえてくれたんですが、丹保委員が言われるように分かりにくいという
のは事実でございますので、今、室長が言ったような工夫をできればと。 
私どもとしては、そろえたほうがいいんではないかというように、議会答弁も答弁で２点セット、

３点セットで、教育委員会事務局の基本は教育振興ビジョンだろうということで、そこへ収斂して
いくということだったと思います。強制はしておりません。 

竹下委員 
私も第６次のほうがなかなかいい作り方だと思ったんです。ただ、これであまり成績が上がらな

かったから。ただ、実際上やっぱり分かりやすさ、あるいは意気込みからいけば、この第６次のほ
うがおおっと思いますけどね。この中でも、例えば学校教育だけじゃなくて、地域における生涯ス
ポーツとか、そういうのが非常に大きく出てますから、こういうところがむしろこれから充実させ
ていく、今日の教育ビジョンでも地域でということですし、その辺を大きく取り上げてますから、
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それが今度は大分縮小する感じになるよね。急激に小さくなっているような感じがしますので、ち
ょっと寂しいなという思いをして聞いてたんですが。できればこういう第６次のようなみんなに訴
えやすい形にしてくれればありがたいというのが希望です。単なる希望です。 

 
―全委員が本報告を了承する。― 

 
 
・審議内容 
議案第 38 号 職員の人事異動（市町立小中学校）について（秘密会） 
人材政策室長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原案どおり可決する。 
 
 

・審議内容 
議案第 39 号 職員の懲戒処分について（秘密会） 
人材政策室長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原案どおり可決する。 

 
 

・審議内容 
報告４ 職員の人事異動（県立学校）について（秘密会） 
人材政策室長が説明し、全委員が本報告を了承する。 
 
  

・審議内容 
議案第 40 号 公立学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案について（非公開） 
福利・給与室長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原案どおり可決す

る。 
 
 

・審議内容 
議案第 41 号 県立高等学校等の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例
案について（非公開） 
福利・給与室長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原案どおり可決す

る。 
 
 

・審議内容 
議案第 42 号 知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例案（三重県教育
委員会教育長の給与等に関する条例関係）について（非公開） 
福利・給与室長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原案どおり可決す

る。 
  
  

・審議内容 
議案第 43 号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正す
る条例案について（非公開） 
福利・給与室長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原案どおり可決す

る。 
 
 

・審議内容 
議案第 44 号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案（職員の育児休業等に関する条例
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の一部改正関係（公立学校職員の給与に関する条例関係））（非公開） 
福利・給与室長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原案どおり可決す

る。 
  

 
・審議内容 
議案第 45 号 平成 22 年度三重県一般会計補正予算（第 8号及び第 9号）について（非公開） 
予算経理室長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原案どおり可決する。 

 
 
・審議内容 
報告２ 平成 23 年度三重県立学校実習助手採用選考試験の実施について（非公開） 
人材政策室長が説明し、全委員が本報告を了承する。 
 

   
・審議内容 
報告３ 平成 23 年度三重県職員（船舶通信士）採用選考試験の実施について（非公開） 

人材政策室長が説明し、全委員が本報告を了承する。 
 

  


